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   中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例  
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（提案理由）  

 保険料率等を改めるとともに、国民健康保険法等の改正に伴い規定

を整備する必要がある。  



   中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

 中野区国民健康保険条例（昭和３４年中野区条例第１３号）の一部

を次のように改正する。  

 第１４条の３の見出しを「（基礎賦課総額）」に改め、同条中「一

般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以下

「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）

に係る」を削り、同条第１号ア中「（一般被保険者に係るものに限

る。）」を削り、同号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」に改

め、「が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、都」を

削り、同号カ中「（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の

額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入

院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪

問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療

養費の支給に要する費用の額並びに都が行う国民健康保険の一般被保

険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病

床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用の額を除く。）」を削り、同条第２号イ中「附則第２２条」

を「附則第７条」に改め、同号ウ中「国民健康保険保険給付費等交付

金（法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金をい

う。エにおいて同じ。）（退職被保険者等の療養の給付等に要する費

用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に

規定する療養の給付等に要する費用をいう。エにおいて同じ。）に係

るものを除く。）」を「法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給

付費等交付金」に改め、同号エ中「法附則第９条第１項の規定により



読み替えられた」及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退

職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）」を

削る。  

 第１４条の４の見出しを「（基礎賦課額）」に改め、同条中「一般

被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につ

き」に改める。  

 第１５条の見出しを「（基礎賦課額の所得割額の算定） 」に改

め、同条第１項中「一般被保険者」を「被保険者」に、「同法第１２

条 第 ５ 項 」 を 「 外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 第 １ ２ 条 第 ５ 項 」

に、「同法第８条第４項（同法」を「外国居住者等所得相互免除法第

８条第４項（外国居住者等所得相互免除法」に改める。  

 第１５条の４の見出しを「（基礎賦課額の保険料率）」に改め、同

条中「一般被保険者に係る基礎賦課額」を「基礎賦課額」に改め、同

条第 1 号中「１００分の７．６４（一般被保険者に係る」を「１００分

の８．３２（」に、「を一般被保険者」を「を被保険者」に改め、同

条第２号中「４２，３００円（一般被保険者に係る」を「４６，２０

０円（」に、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改める。  

 第１５条の５から第１５条の７までを次のように改める。  

第１５条の５から第１５条の７まで  削除  

 第１５条の８中「又は第１５条の５」及び「（一般被保険者と退職

被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第１４条の４の基礎賦課

額及び第１５条の５の基礎賦課額の合算額をいう。第１９条、第１９

条の２、第１９条の４及び第１９条の５において同じ。）」を削る。  

 第１５条の９の見出しを「（後期高齢者支援金等賦課総額）」に改

め、同条中「うち一般被保険者に係る」を「うち」に改め、同条第１

号中「であつて、都が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」

を削り、同条第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改



め、同号イ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を

削る。  

第１５条の１０の見出しを「（後期高齢者支援金等賦課額）」に改

め、同条中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」

を「被保険者につき」に改める。  

第１５条の１１の見出しを「（後期高齢者支援金等賦課額の所得割

額の算定）」に改め、同条中「一般被保険者」を「被保険者」に改め

る。  

 第１５条の１２の見出しを「（後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率）」に改め、同条中「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額」を「後期高齢者支援金等賦課額」に改め、同条第１号中「１００

分の２．６５（一般被保険者に係る」を「１００分の２．８８（」

に、「を一般被保険者」を「を被保険者」に改め、同条第２号中「１

４ ， ４ ０ ０ 円 （ 一 般 被 保 険 者 に 係 る 」 を 「 １ ５ ， ９ ０ ０ 円 （ 」

に、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改める。  

 第１５条の１３から第１５条の１５までを次のように改める。  

第１５条の１３から第１５条の１５まで  削除  

 第１５条の１６中「又は第１５条の１３」及び「（一般被保険者と

退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第１５条の１０の後

期高齢者支援金等賦課額及び第１５条の１３の後期高齢者支援金等賦

課額の合算額をいう。第１９条、第１９条の２、第１９条の４及び第

１９条の５において同じ。）」を削り、「２２０，０００円」を「２

４０，０００円」に改める。  

 第１６条第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同

号イ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。  

 第１６条の４第１号中「１００分の２．１０」を「１００分の２．

１３」に改める。  



 第１９条第１項及び第２項中「若しくは第１５条の５」及び「若し

くは第１５条の１３」を削り、「次条各号」の次に「に定める額」を

加える。  

 第１９条の２中「又は第１５条の５」及び「又は第１５条の１３」

を削り、「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に改め、同条

第１号ア中「２９，６１０円」を「３２，３４０円」に改め、同号イ

中「１０，０８０円」を「１１，１３０円」に改め、同条第２号中

「２９０，０００円」を「２９５，０００円」に改め、同号ア中「２

１，１５０円」を「２３，１００円」に改め、同号イ中「７，２００

円」を「７，９５０円」に改め、同条第３号中「５３５，０００円」

を 「 ５ ４ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 「 ８ ， ４ ６ ０ 円 」 を

「９，２４０円」に改め、同号イ中「２，８８０円」を「３，１８０

円」に改める。  

 第１９条の４第１号ア中「６，３４５円」を「６，９３０円」に改

め、同号イ中「１０，５７５円」を「１１，５５０円」に改め、同号

ウ中「１６，９２０円」を「１８，４８０円」に改め、同号エ中「２

１ ， １ ５ ０ 円 」 を 「 ２ ３ ， １ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 ア 中

「２，１６０円」を「２，３８５円」に改め、同号イ中「３，６００

円 」 を 「 ３ ， ９ ７ ５ 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中 「 ５ ， ７ ６ ０ 円 」 を

「６，３６０円」に改め、同号エ中「７，２００円」を「７，９５０

円」に改める。  

 附則第６条及び第７条を次のように改める。  

第６条及び第７条  削除  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  



２  改正後の第１５条の４、第１５条の１２、第１５条の１６、第１

６条の４、第１９条の２及び第１９条の４の規定は、令和６年度以

後の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の年度分の保

険料については、なお従前の例による。  

３  改正前の附則第６条の規定は、平成２３年度及び平成２４年度分

の保険料については、なおその効力を有する。  

４  改正前の附則第７条の規定は、平成２５年度及び平成２６年度分

の保険料については、なおその効力を有する。  


